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平成 25年 12月 7日 

 

日本学生ライフル射撃連盟北海道支部 規約について 

 

日本学生ライフル射撃連盟 北海道支部 

平成 25年度会計幹事  宮﨑 裕子 

 

射撃競技の興隆により、北海道学連は年々規模を大きくし、昨年度から 100万を超える

金額を管理するようになっている。以前はこれらをすべて現金で管理していたが、防犯や

管理の面から一部を金融機関に預けることが適切であると考えている。 

しかし、金融機関に人格なきものを主体とした口座を作成するには、その団体の規約が

必要である。また、100人近い人々が所属する団体として、規約の存在は必要不可欠である。 

以上の理由から、日本学生ライフル射撃連盟北海道支部の規約を作成することを提案す

る。 

 

 提案する規約の内容は、別紙のとおりである。 
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